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 はじめに 

 20 世紀が「大量生産・大量消費・大量廃棄」の資源消費型社会であったことから、

地球温暖化のような地球規模の問題から身近なごみ問題まで様々な問題が起こって

います。 

 三重県ではこれまで資源循環型社会の構築を目指し、ごみの排出抑制、再使用、

再生利用を推進してきました。これらの結果、飲料容器や紙類については、資源と

しての有効利用が進み、資源化率も向上しています。 

しかし、ごみの排出量については、この 10 年余りほとんど同じレベルで推移し

ています。 

真の資源循環型社会を構築するためには、これまでの「家庭、事業者はごみを出

し、行政が処理する」といった枠組みを超えて県民、ＮＰＯ、事業者、市町村、県

など様々な主体が新しい連携、協働のもとに取り組む必要があります。 

県では平成１５年度から「環境連携三重の環事業」として様々な主体による新た

な連携、協働の仕組み（地域循環ネットワーク）づくりを行ってきました、その中

で実証事業として藤水地区環境を考える会、藤水地区連合自治会、株式会社魚国総

本社三重支社、マックスバリュ中部株式会社、コマツ三重株式会社、津市役所、津

市役所藤水支所とともに、三重県も一排出者としての立場から廃食油の循環的利用

に取り組みました。本書はその事業内容を報告書として取りまとめたものです。本

書が廃食油の循環的利用の手引きのみならず、多様な主体の協働による廃棄物の循

環的利用についての手引きとなれば幸いです。 

 

                    平成１７年３月 

                    三重県環境森林部 資源循環室 
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第 1 章 三重県内における廃食油リサイクルの現状 

食品製造業等の事業活動から排出される廃食油（産業廃棄物）については、比較的早い

時期から塗料原料、飼料原料、燃料等として、廃食油回収業者によって回収され、リサイ

クルするルートが確立している。一方、三重県内における家庭から排出される廃食油（一

般廃棄物）のリサイクルは、主として河川、海洋の汚染を防止する目的で市民の手によっ

て始められた。 
   名張市、旧青山町（現伊賀市）では、平成 3 年から環境問題に関心のある市民団体（な

ばり廃食油リサイクルの会）により、家庭（約 33,000 戸）からの廃食油の回収が行われ、 
回収された廃食油（約 18,000 ㍑）は事業者によって石鹸等の材料として引き取られ、また

再生製品としての石鹸は市民団体の会員により使用されるといった循環的利用が進められ

ている。同会の取り組みは平成 13 年 7 月からは伊賀南部環境衛生組合が収集活動部分を引

き継ぎ、名張市、旧青山町（現伊賀市）の全域を対象に他の資源ごみとともに収集、再生

されている。 
   現在、同組合では、植物性油脂に限らず動物性油脂の回収も行い、回収された廃食油は、 

石鹸の他、飼料、塗料等に再生されている。 
   廃食油のディーゼル燃料へのリサイクルの取り組みは比較的新しく、県内では旧藤原町

（現いなべ市）が平成 13 年度にＢＤＦプラントを旧町内エコ福祉広場内に設置し、旧町 
  内約 2,000 戸等の廃食油を回収し、ディーゼル燃料に再生の上、ごみ収集車、農業公園内 
  の重機の燃料として使用している。 
   平成 14 年度からは、紀伊長島町、海山町がそれぞれ町内にＢＤＦプラントを設置し、 

町内の廃食油を回収し、ディーゼル燃料に再生し、ごみ収集車及び公用車等の燃料として 
  利用している。 

二見町においては、同じく平成 14 年度からコマツ三重株式会社（伊勢市）と協働で、町

内で収集した廃食油を同社のプラントでディーゼル燃料に再生し、ごみ収集車の燃料とし

て利用している。平成 15 年度からは、熊野市においても同様のシステムによる廃食油の回

収と公用車等の燃料としての利用が行われている。 

 
               いなべ市プラント 

※ＢＤＦ（Ｂｉｏ Ｄｉｅｓｅｌ Ｆｕｅｌ・バイオディーゼル燃料）とは、植物油や動物油な

どの自然由来の油をメチルエステル化などの処理によりディーゼル燃料に改質したもので、原料

は、廃食油などのほか、菜種油、ひまわり油、大豆油などが主に用いられます。軽油などの鉱物

油と違い、植物、動物が生育段階でＣＯ２を吸収していることから、ＢＤＦの燃焼によって発生し

たＣＯ２は京都議定書による地球温暖化ガスの発生量にカウントされません。 
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 第２章 実証事業について 

【事業の目的】 

・三重県は、平成 15 年度から「環境連携三重の環事業」として、行政、事業者、住民、ＮＰ

Ｏ等がこれまでの役割分担を超えて廃棄物の循環的利用に向けた新たな役割分担と有機的な

連携を行うための新しい枠組み作りに取り組んでおり、そのモデル事業として県も排出事業

者の立場から廃食油の実証事業に取り組むこととした。 
 ・本県で廃食油リサイクルの実証事業を行うにあたっての主な目的は次のとおりである。 

（１） 同質、同性状の廃棄物でありながら、廃棄物処理法の区分（家庭から排出されると一般 

廃棄物、事業活動に伴い排出されると産業廃棄物）から別々の回収や再生等が行われて

いる廃食油を、同一のルートで回収、再生、利用することにより、効率的な廃棄物の循

環を行うモデル構築の可能性の調査研究 

（２）家庭からの廃食油の回収にかかる課題の収集整理 

（３）ＢＤＦの利用にかかる課題の収集整理 

（４）廃食油再生利用にかかる関係各法手続きの整理 

【事業主体】 

  事業実施にあたっては、県庁自ら率先して実証を行うという考えから三重県庁所在地の津

市で行うこととし、事業に協力いただく事業所としては、三重県庁をはじめ県内の各所で広

範に食堂、給食事業を営む株式会社魚国総本社三重支社（以下魚国総本社三重支社）、中部地

区に多数の店舗展開を行う大手スーパーマーケットチェーンマックスバリュ中部株式会社

（以下マックスバリュ中部）建設機械の販売及び廃食油改質機の製造及び販売を行うコマツ

三重株式会社（以下コマツ三重）にご参加をいただいた。また、家庭からの廃食油の回収等

については、津市内で十数年来環境活動に取り組んでこられた藤水地区環境を考える会、藤

水地区連合自治会のご協力をいただいた。行政機関としては、津市役所環境管理課（以下津

市役所）、津市役所藤水支所（以下藤水支所）にご協力をいただいた。 

  なお、本実証事業においては家庭からの廃食油（一般廃棄物）の処理は津市からの委託事

業とし、また事業所からの廃食油（産業廃棄物）については、事業者は廃食油の収集運搬及

び処理について、コマツ三重に処理経費を支払う代わりに、ＢＤＦを購入することにより事

業運営を行っている。 
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第 1節 回収・収集運搬 

 【一般廃棄物】 
  各家庭から発生する廃食油（一般廃棄物）の回収方法について、藤水地区環境を考える会、

藤水地区連合自治会、藤水支所、津市役所と協議を行った。 
 （回収場所） 
  排出者（各家庭）からは、なるべく近隣の回収場所（ごみステーション）への持ち込みが 

望ましいとの意見があったが、複数の回収場所とした場合は回収場所に常時立会人が立ちえ 
ず、回収場所の汚損、いたずら等の発生の問題があるとして、回収時間中は常時職員が常駐

している藤水支所及びマックスバリュ藤方店を回収場所とした。 
  なお、持ち込み場所として、藤水支所は屋外自転車置き場、マックスバリュ藤方店は店内 
 サービスカウンターとした。 
 （回収時間） 
  排出者（各家庭）からは、回収日時を定めず常時回収場所へ持ち込めることが望ましいと 
 の意見があったが、 
  ①常時持ち込みを受け付けることは、藤水支所、マックスバリュ藤方店ともに担当職員に

過大の負担を強いることになること 
  ②各家庭から排出される廃食油の量は毎月少量であり、1 ヶ月に一度程度の回収で十分な

ことから、毎月最終木曜日とし、当日が祝日等の場合はその前日を回収日とした。 
  なお、回収時間については、支所については（午前 8 時半～午後 5 時）とする一方、マッ

クスバリュ藤方店については、（午前 10 時～午後 8 時）とし、夜間の持ち込みにも対応する

こととした。 
 （容器等） 
  回収にあたっては、藤水支所にコマツ三重支給のペール缶（20 ㍑）を設置、住民は各家庭 
 から持参した容器（ペットボトル等）からペール缶へ開ける形で回収した。 
  住民が持参した容器は、住民が持ち帰ることとした。 

    
  マックスバリュ藤方店での店舗回収         藤水支所での回収状況 
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【産業廃棄物】 
  事業者（魚国総本社三重支社・マックスバリュ中部）から発生する廃食油（産業廃棄物）

の回収については、事業者それぞれの排出形態に応じ、また効率的な回収ができるようにな

るべく同日での回収を行うこととした。 
 （回収場所） 
  魚国総本社三重支社は、松阪市の南勢食品流通センター内に廃食油備蓄タンク（1,000

㍑）を有しており、同社の南部の営業エリア内の廃食油を回収備蓄しており、同所のタンク

から回収することとした。 
  マックスバリュ中部については、同社が津市内に有する藤方店、津港町店の２店から発生

する廃食油をペール缶（20 ㍑）で回収することとした。 
 （回収時期） 

回収にあたっては、集配効率性の観点からなるべく両社同日に行うこととし、コマツ三重

と密な連絡をとり、ＢＤＦの配送等と同便で行うことに努めている。 
 （回収方法） 
  魚国総本社三重支社については、タンクからポンプで回収し、マックスバリュ各店につい

ては、ペール缶で回収を行うこととした。 
 【回収車両】 
  それぞれの回収は、コマツ三重所有の 2ｔトラック及び乗用車バンで行っている。両車両

ともに、ＢＤＦ使用のディーゼル車である。 
 【油種】 
  食用油の利用としては、植物性油が大半を占めているが、とんかつ店など一部の事業系用

途には、動物性油（ラード、ヘッド等）が利用されている。動物性油は一般に凝固点が植物

油より高く、ＢＤＦに改質した場合に冬季に凝固する可能性があるため、本実証事業におい

ては、一般廃棄物、産業廃棄物ともに植物性油の廃食油のみを回収の対象とした。 
 
   

           
 

  魚国総本社三重支社回収状況            マックスバリュ店舗での回収状況 
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第３節 利 用 

 ・貯蔵 

 【三重県庁】・【マックスバリュ中部】 
県管理敷地内に鋼板製物置（2.8 ㎡）を貯蔵庫として設置、貯蔵庫内にＢＤＦ貯蔵用  

   ドラム缶（200 ㍑・1 本）を設置した。 
【魚国総本社三重支社】 

プレハブ倉庫にドラム缶（200 ㍑・１本）で貯蔵した。 
 

  
貯蔵施設（三重県庁）       貯蔵施設（マックスバリュ）      貯蔵施設（魚国） 

  

  
・給油 

 【三重県庁】・【マックスバリュ中部】 
  12 ボルト駆動の給油ポンプ（米国製、オートストップ付き）を設置し、給油時には給油 
 車両のバッテリーによりポンプを駆動し、給油を行っている。 

  

 
                             給油ポンプ（三重県庁） 
 【魚国総本社三重支社】 
  100 ボルト駆動の給油ポンプにより、ドラム缶から給油を行っている。 

  
                          給油ポンプ（魚国総本社三重支社） 
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燃料フィルターについて 

  ・県のＢＤＦ利用車は、実証事業開始後約 1 年１ヵ月、ＢＤＦによる走行距離

14,353ｋｍ（総走行距離 180,117ｋｍ）時点でエンジン不調が発生した。 

・症状としては、４０００回転以上でエンジンの吹き上がり（回転上昇）が悪くな

り、同時に計器板内の燃料・水分離器水位警告灯が点灯した。 

・上記症状から、燃料フィルターの目詰まりもしくは、燃料フィルターへの水溜まり

と判断できたため、燃料フィルターの交換を行った。 

・燃料フィルターを交換した後は、４０００回転以上での吹き上がり（回転上昇）に

ついて症状が改善された。 

・ 燃料フィルター交換時に確認したところ、フィルター内への水の溜りはほとんど

なく、ドレン内にも沈殿物等は見られなかった。 

  

        
                       水分離器水位センサー 

 

・交換した燃料フィルターの目詰まりを確認するため、フィルターを分解し、軽油の

みで 50,000ｋｍ走行後の燃料フィルターとの比較をおこなった。 

    
     ＢＤＦ車燃料フィルター    ＢＤＦ車燃料フィルター濾紙 

 

        
軽油車燃料フィルター       軽油車燃料フィルター 

 

・両者を比較すると、軽油車の燃料フィルターは経年変化による変色は認められるも

のの付着物はない。一方でＢＤＦ利用車のフィルターには明らかに油脂系の付着物 

があり、ＢＤＦに混入していた動物性油脂もしくは、生成過程において除去し切れ

なかった粗製グリセリンが付着したものと考えられる。付着物については、現在成

分の分析を行っている。 
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第 5節 参加主体からの声 

（１）藤水地区環境を考える会 

団体名 

（代表者） 

藤水地区環境を考える会 代表 鈴木和子 

 

構成員数 

 

藤水地区住民 ６０名 

活動概要 

（設立年・活動

内容等） 

 

 

 

 

 

 

本事業への取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業への感想

等 

食生活改善推進委員の活動の中で河川汚染に着目、鈴木代表が地区内の

河川の水質調査を一年間行なった。その後市からコンポスターの貸与を受

け生ごみ堆肥化のモニタリング調査を行ったことを契機に平成 3 年に藤水

地区環境を考える会を結成した。 

活動内容 

 ボカシによる生ごみ減量運動 

 廃油リサイクル石鹸作り 

 廃食油回収運動 

 

平成 15 年 12 月本事業稼動後、会員を通じての廃食油回収の事業周知を

行うとともに、回収日（毎月最終木曜日）の回収場所での立会いと排出指

導を行っている。 

 
   回収場所での立会い 

 

地球環境の悪化の原因のひとつは、これまで地域住民と自然がお互いに

影響を及ぼしながら保ってきた調和を崩してしまったことにある。 

 家族社会の崩壊により、外食や持ち帰り弁当の利用が増えたことなどか

ら廃食油の収集量にも限りがあるように思われる。 

 本事業による廃食油の回収については、様々な場を通じて機会あるごと

にＰＲしてきたが、核家族化が進む昨今、家庭で食用油を使う機会が少な

くなってきている。現在の収集量で事業の目的にかなうのか案じられる。 
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（２）株式会社魚国総本社三重支社 

事業者名 

（代表者） 

株式会社魚国総本社三重支社 支社長 檀上 穫 

 

企業概要 三重県内の各種施設団体給食請負、レストラン、喫茶、売店、ホテル保養

所、研修所等（約２１０箇所）の運営、管理を行う。 

本事業以外の環

境活動への取組

など 

平成 13 年ＩＳＯ１４００１認証取得 

 

 

本事業への取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業への感想

等 

・平成 15 年 9 月から地域循環ネットワークモデル構想策定事業廃食油部会

に参画 

・平成 15 年 12 月の本事業稼動以降は、給食事業受託事業所から回収した

廃食油を本事業によりコマツ三重でディーゼル燃料に再生し、社用車の燃

料として利用している。 

・社用車は、配送用等に利用、燃料フィルターの目詰まりによるエンジン

不調が２回発生した。 

・本事業参画以前は、産業廃棄物処理業者に回収処理委託するとともに、

一部事業所においては可燃ごみとして処理していた。 

・今後は、廃食油の回収率の向上と、回収経費のコストダウンが課題であ

ると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

得意先様から環境事業への取り組みに対してよい評価を得ている。 

今後は、食品リサイクル法の削減目標等を見ながら、環境への取組みを 

企業理念としながら、発展させていきたい。 
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（３）マックスバリュ中部株式会社 

事業者名 

（代表者） 

マックスバリュ中部株式会社 代表取締役 中西 進 

 

企業概要 三重県内を中心に、愛知県、滋賀県内に６０店舗余りを展開するスーパ

ーマーケットチェーン 

イオングループ 

本事業以外の環

境活動への取組

など 

・店頭でのリサイクル活動（アルミ缶、ペットボトル、牛乳パック、食品

トレー等の回収） 

・環境配慮型商品の販売拡大、納入商品の段ボール削減 

・植樹活動、レジ袋削減運動 

・チラシ総重量の削減、用紙の削減、資材のグリーン購入等 

・電気使用量削減、省資源の店舗設計、配送車両の低排出ガス車の導入推

進 

・店舗前面道路の清掃活動 

・平成 13 年ＩＳＯ１４００１認証取得 

 

本事業への取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業への感想

等 

・平成 15 年 9 月から地域循環ネットワークモデル構想策定事業廃食油部会

に参画 

・平成 15 年 12 月の本事業稼動以降は、津市内マックスバリュ藤方店での

一般家庭からの廃食油回収及び、同店及びマックスバリュ港町店から排出

される業務用廃食油を本事業によりコマツ三重でディーゼル燃料に再生

し、社用車の燃料として利用している。 

・社用車(１台)は、社長の店舗巡回及び取引先様訪問用に使用している。 

・他店舗において発生する廃食油は、回収業者に引き渡す他、一部店舗で

は、薬剤により固化した上で可燃ごみとして処理している。 

・ＢＤＦ使用車を増車したいが、貯蔵量の消防法上の制限がネックになり

現在の台数（１台）にとどまっている。 

 

 
         マックスバリュ藤方店 

 

廃食油について、リサイクルルートが構築されたことはすばらしい。 

更にこれが大きな環となって、三重県内からは廃食油が可燃ごみになるこ

とがなくなればと思う。 
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（４）コマツ三重株式会社 

事業者名 

（代表者） 

コマツ三重株式会社 代表取締役社長 森 幸生 

 

企業概要 建設機械、環境機器の販売、レンタルサービス及び自動車整備 

 

環境活動への取

組など 

そのまま流してしまえば重大な環境汚染につながる廃食油を軽油の代替

燃料に精製する廃食油再生燃料化装置の研究開発、販売、レンタルを行っ

ている。これらの廃食油の循環的利用の普及啓発の一環として、環境イベ

ント等に積極的に参加し、ＢＤＦを利用した重機のデモンストレーション

等を行っている。 

 

本事業への取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業への感想

等 

・平成 15 年 9 月から地域循環ネットワークモデル構想策定事業廃食油部会

に参画 

・平成 15 年 12 月本事業の稼動以降は、津市藤水支所及びマックスバリュ 2

店舗、魚国総本社三重支社から廃食油を収集し、同社内ＢＤＦ精製施設に

おいて、ＢＤＦに再生後、それぞれの参加主体（藤水支所除く）へ配送し

ている。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

廃食油をＢＤＦとして循環的利用することに伴い、廃食油の収集、運

搬、処理などに係る廃棄物処理法、燃料を貯蔵する場合に係る消防法、軽

油とＢＤＦの混和に係る地方税法（軽油引取税）などさまざまな問題があ

ったがそれらをひとつひとつ細かく検証することが非常に勉強になった。 

 また、廃棄物として回収した廃食油を排出事業者に再生燃料としてお返

しする循環型ネットワークの構築に貢献できたことを喜ばしく思う。 

 経済産業省等において、ＢＤＦの規格化が進んでおり、今後ＢＤＦが環

境、リサイクル、新エネルギーの中で重要な位置を占めると考えられる。 

 弊社は廃食油再生燃料化装置の開発、製造、販売を行っており、それら

時代の要請に応えられるよう機器の改善、改良に努めていきたいと考えて

いる。 
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（５）津市役所 

担当部課 津市役所 環境管理課 

本事業への取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業への感想

等 

・平成 15 年 9 月から地域循環ネットワークモデル構想策定事業廃食油部会

に参画 

・本事業の実施に伴い、津市内での事業実施地区として、数年来廃食油の

回収と石鹸作り、生ごみの堆肥化等に取り組んでいる藤水地区を推薦する

とともに、藤水支所を通じて藤水地区環境を考える会等に意向打診し、事

業実施場所を確定した。 

・藤水地区から回収する廃食油（一般廃棄物）に関して、一般廃棄物の処

理責任を有する津市がコマツ三重株式会社に対して、一般廃棄物の処理を

委託し、その旨契約した。 

 また、コマツ三重が所在する伊勢市に対して一般廃棄物の持ち込みの事

前協議を行った。 

・事業開始後は、藤水支所との連絡調整等を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

藤水地区において、毎月一定量（６０㍑程度）の廃食油が回収されてい

るのは、住民意識の高まりによるものと評価できる。 

 今後は、藤水地区内において農機具等を対象にしたＢＤＦの利用等を通

じた、廃食油の循環的利用の地域への還元のあり方などについて、地元支

所とともに検討していきたい。 
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（６）津市役所藤水支所 

担当部課 津市役所 藤水支所 中村和弘支所長 

 

管内人口 世帯数 2143 世帯 

人口  5526 人（男 2703 人・女 2823 人） 

支所の特徴 ・園芸農業が盛んな都市近郊地域であるが、地区内のほとんどが市街化区

域となっているため、近年は都市化が急速に進んでおり、大規模な小売店

舗の進出、建売住宅、アパート等の建設が著しい。 

・園芸農業については、キャベツ、トマト、ピーマン、きゅうり、なす、

ネギ等が盛んに栽培されている。 

・支所においては藤水地区環境を考える会を実務面から支援するととも

に、連合自治会長等と連携をとりながら地区内の様々なトピックを取りま

とめて発刊している「藤水たより（月刊）」は創刊以来１３年を数えるなど

地域の環境活動の拠点となっている。 

 

 

本事業への取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業への感想

等 

・平成 15 年 9 月から地域循環ネットワークモデル構想策定事業廃食油部会

に参画 

・平成 15 年 12 月の本事業稼動以降は、藤水地区の家庭からの廃食油回収

場所として、毎月最終木曜日に支所内自転車置き場において廃食油を回収

するとともに、コマツ三重による回収までの間の管理を行っている。 

（廃食油持参者はノートに記帳する） 

・「藤水たより」により本事業の藤水地区住民への周知をおこなっている。 

【問題点】 

・回収日については最終週の木曜日 1 回に限定しているが、回収日、時間

外に置いていかれることが多い 

・原則的に、廃食油は備え付けのペール缶（20 ㍑）に移し替えて容器は持

ち帰ることになっているが、時間外に容器ごと置いていく例もある。 

・20 ㍑ペール缶のゴムパッキンが廃食油によって溶け、ふたが開かないこ

とがある。 

・時間外に置かれているものについては、事業系（産廃）と見られる廃食

油がある。 

【課題点】 

・核家族化が進んだことと、食生活の変化により家庭で天ぷら等を揚げる

機会が少なくなっており、家庭からの排出は今後減少傾向であると思われ

る。 

・現在は地区内一箇所の収集であるが、回収場所の拡大を検討すべきであ

る。 

・各家庭に回収用の容器を配布すれば、回収量増加の効果が期待できる。 

・回収のみならず、ＢＤＦの地区内での利用も考えていきたい。 

 

・環境を考える会を中心に、各地区の会員、藤水だよりを通して地区住民

に啓発しているが、様々な理由から家庭からでる廃食油の量は減っていく

ものと思われる。 

 今後は、回収だけでなく、ＢＤＦの利用についても地区で考えていくべ

きと思う。これらの行動を通して地域の環境保全を進めるとともに、地域

から積極的に地球環境保全への貢献をしていきたいと考えている。 

 



環境連携三重の環事業 
 

 - 18 - 

第６節 実証事業実績 

廃食油回収・BDF 供給実績（平成 15 年 12 月～平成 17 年 2 月） 

            

            

 廃食油回収量      

 一般廃棄物 産業廃棄物 BDF 供給量 

 

月 
マック

スバリ

ュ藤

方店 

藤水支

所 

マックス

バリュ藤

方店 

マック

スバリュ

港町店 

魚国総

本社 

合計 
月

三重県

庁 

マックス

バリュ 

魚国総

本社 
合計 

 12     40 ㍑ 100 ㍑ 140 ㍑ 12 268 ㍑ 563 ㍑ 248 ㍑ 1079 ㍑

 1 10 ㍑ 64 ㍑ 60 ㍑ 190 ㍑ 500 ㍑ 824 ㍑ 1 152 ㍑ 363 ㍑   515 ㍑

 2  60 ㍑ 144 ㍑ 120 ㍑ 800 ㍑ 1124 ㍑ 2 200 ㍑   48 ㍑ 248 ㍑

 3 10 ㍑ 50 ㍑ 114 ㍑ 152 ㍑ 500 ㍑ 826 ㍑ 3 60 ㍑ 170 ㍑ 90 ㍑ 320 ㍑

 4 5 ㍑ 50 ㍑ 236 ㍑ 358 ㍑ 800 ㍑ 1449 ㍑ 4 65 ㍑ 231 ㍑ 133 ㍑ 429 ㍑

 5 6 ㍑ 50 ㍑ 116 ㍑ 214 ㍑ 500 ㍑ 886 ㍑ 5 112 ㍑ 171 ㍑ 72 ㍑ 355 ㍑

 6 5 ㍑ 50 ㍑ 225 ㍑ 320 ㍑ 600 ㍑ 6       

 7 3 ㍑ 40 ㍑ 150 ㍑ 210 ㍑ 550 ㍑ 953 ㍑ 7 266 ㍑ 474 ㍑   740 ㍑

 8 3 ㍑ 100 ㍑ 180 ㍑ 340 ㍑ 623 ㍑ 8 143 ㍑     143 ㍑

 9 3 ㍑ 60 ㍑ 110 ㍑ 170 ㍑ 800 ㍑ 1143 ㍑ 9 87 ㍑ 385 ㍑ 194 ㍑ 666 ㍑

 10 2 ㍑ 80 ㍑ 160 ㍑ 270 ㍑ 700 ㍑ 1212 ㍑ 10 220 ㍑ 195 ㍑   415 ㍑

 11 4 ㍑ 90 ㍑ 60 ㍑ 350 ㍑ 504 ㍑ 11 126 ㍑ 190 ㍑ 190 ㍑ 506 ㍑

 12 2 ㍑ 100 ㍑ 120 ㍑ 290 ㍑ 1150 ㍑ 1662 ㍑ 12 200 ㍑ 439 ㍑   639 ㍑

 1 2 ㍑ 50 ㍑ 80 ㍑ 280 ㍑  412 ㍑ 1 159 ㍑ 220 ㍑   379 ㍑

 2  80 ㍑ 80 ㍑ 340 ㍑ 800 ㍑ 1300 ㍑ 2 205 ㍑ 99 ㍑   375 ㍑

 
計 

55 ㍑ 924 ㍑ 1875 ㍑ 3704 ㍑ 7100 ㍑ 13658 ㍑
計

2263 ㍑

 

3500 ㍑ 1046 ㍑ 6809 ㍑
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第７節 部会開催実績 

  平成 15 年 9 月の第 1 回を皮切りに実証事業開始まではほぼ月３回、実証事業開始以降は 
 月１回程度の頻度で部会を開催した。その都度の協議課題に応じて、関係機関職員を招聘す 
 るとともに、必要に応じ現地視察等を行った。 
 廃食油部会開催実績（平成１５年９月～平成１７年２月）         （部署名は平成１６年度現在） 

 開催日時 協議内容 その他 
第１回 平成 15 年 9 月 1 日 環境連携三重の環事業について 

各主体の廃食油に関する取組について 
 
 

第 2 回 平成 15 年 9 月 22 日 軽油引取税について 
回収コストについて 

県税務政策室 

第 3 回 平成 15 年 10 月 8 日 コマツ三重再生プラント見学 
消防法について 

 

第 4 回 平成 15 年 10 月 20 日 車両運送法について 
マニフェストについて 

 

第 5 回 平成 15 年 10 月 28 日 中部運輸局 三重陸運支局にて自動車検

査票の記載変更 
中部運輸局 
三重陸運支局 

第 6 回 平成 15 年 11 月 4 日 軽油引取税について 
廃棄物処理法上の契約について 

県税務政策室 

第 7 回 平成 15 年 11 月７日 廃棄物処理法上の契約について 
 

 

第 8 回 平成 15 年 12 月１日 消防法について 
給油設備について 
品確法および新備蓄法について 

県消防・保安

室 
 

第 9 回 平成 15 年 12 月８日 廃棄物処理法上の契約について 
貯蔵設備について 
事業開始イベントについて 

 

 平成 15 年 12 月 13 日 実証事業開始（マックスバリュ藤方店）  
第 10 回 平成 15 年 12 月 19 日 マニフェストについて 

廃食油回収方法について 
ＢＤＦの利用について（データ管理等） 

 

第 11 回 平成 16 年１月 15 日 廃食油回収方法について（藤水地区） 藤水支所 
第 12 回 平成 16 年 1 月 27 日 軽油引取税について 

廃食油回収状況報告 
ＢＤＦ使用状況報告 

県税務政策室 

 平成 16 年 1 月 29 日 藤水地区廃食油回収開始  
第 13 回 平成 16 年 2 月 19 日 廃食油回収状況報告 

ＢＤＦ使用状況報告 
ＢＤＦ品質規格について 

 

第 14 回 平成 16 年 3 月 25 日 廃食油回収状況報告 
ＢＤＦ使用状況報告 
ＢＤＦ品質規格について 
平成 16 年度事業推進について 

 

第 15 回 平成 16 年 6 月 7日 廃食油回収状況報告 
ＢＤＦ使用状況報告 
ＢＤＦ性状分析結果 

 

第 16 回 平成 16 年 11 月 18 日 事業総括について  
第 17 回 平成 17 年 2 月 22 日 事業報告書について  
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 第３章 廃食油リサイクル実証事業に関わる各法的手続きについて 

 第 1 節 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） 

   廃棄物処理法においては、家庭から排出される廃食油は一般廃棄物であり、また事業活 
  動に伴い事業所から発生する廃食油は産業廃棄物とされる。全く同様の性状を有する廃食 
  油ではあるが、発生主体により一方は一般廃棄物、他方は産業廃棄物に二分されている。 
   本実証事業においては、廃食油の循環的利用のためには、効率的回収が最も重要である 
  と考え、一般廃棄物としての廃食油と産業廃棄物としての廃食油を同一の回収ルートで回 
  収することとし、下記の廃棄物処理法上の諸手続きをおこなった。 
 
  【産業廃棄物】 
   株式会社魚国総本社三重支社及びマックスバリュ中部株式会社から排出される廃食油に 

関しては、各社と産業廃棄物収集運搬業者であるコマツ三重株式会社との間において、産

業廃棄物収集運搬に伴う委託契約を締結し、実際の廃食油の回収にあたっては、その都度

産業廃棄物管理表（マニフェスト）を使用している。 
  【一般廃棄物】 
   津市藤水地区において回収される廃食油に関しては、一般廃棄物の処理責任を有する津

市とコマツ三重株式会社との間において、一般廃棄物収集運搬及び処分についての委託契

約を締結するとともに、津市からコマツ三重株式会社が所在する伊勢市に対して一般廃棄

物の搬入に関する事前協議を行っている。 
  【運搬について】 
   本事業の実施にともなう廃食油の収集運搬については、以下の２つの課題について協議   
  を行った。 
   (1)収集運搬を効率的に行うため、１つの許可運搬業者が複数の排出事業者を巡回し、１ 
    つの運搬容器で回収運搬する行為を行うことは可能か。 
   (2)一般廃棄物と産業廃棄物の両方の許可を有する運搬業者が同一の運搬車両で上記の方 
    法で収集運搬することは可能か。 
  〔検討内容〕 
    収集運搬業者は、排出事業者との契約に基づいて、排出事業者の指定した処分先等へ 
   の運搬を業務として行う。収集運搬業者は、積み替えを行う場合以外は保管を行っては 

ならないこととなっており、通常は排出場所から処分先等へ直送することが基本である

と考えられる。しかしながら、運搬ルートまで契約書に記載することは法に規定されて

おらず、複数の排出事業者を巡回してそれぞれの排出事業者が指定した同一の処分先等

へ運搬する行為が連続して行われ、かつマニフェストが排出事業者毎、廃棄物の区分毎

に作成されているのであれば、これを禁止しているとは言えない。 
    本事業における課題は「複数事業者における産業廃棄物と一般廃棄物を混載」して運 
   搬することの可否であり、混載することについての問題点がクリアできれば可能である。 
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 【混載についての問題】 
    収集運搬業者が保管積み替えを行う場合には、当然他社の廃棄物との混合、接触が想 
   定されるため、法においても他の廃棄物と混合することの許否等に関して委託契約書に 
   盛り込むことが規定されている。一方、保管積み替えを伴わない収集運搬を含む全ての 
   処理については、他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項を委託契約書に 
   盛り込むことが規定されており、この規定から逆に混合することについて支障がなけれ 
   ば容認していると解される。 
    ただし、次の問題点についても整理しておく必要がある。 
   (1)排出量の把握 
    排出事業者は計量器を有しない場合が多く、排出時点でマニフェストに記載する委託 
   数量が容器の大きさとその個数という場合も少なくない。容器を移し替え、他社のもの 
   と混合することによって当該数量の把握が困難となり、委託料金の支払い等の支障とな 
   る可能性がある。 
   (2)処分業者への影響 
    同一種類の廃棄物であっても、排出事業者によってその性状は異なる。処分業者はこ 
   れらの廃棄物の組成等を考慮して処分することになるため、各排出事業者から示された 
   廃棄物の性状と異なった性状（成分）の廃棄物を受け取ることとなり、処分時に支障が 
   ある可能性がある。 
   (3)事故時の責任  
    ある排出事業者の廃棄物の混入により処分業者へ搬入された廃棄物全部が処理不適合 
   物と判断された場合、原因となった排出者の特定や、処理不適合物全体の責任が不明確 
   になる可能性がある。 
   (4)一般廃棄物、産業廃棄物車両の兼用 
    それぞれの監督官庁が異なる（市町村と県）ため、許可等に際して使用する車両の条 
   件の有無を確認する必要がある。 
  【本事業における対応】 
   ・原則的に廃食油の回収については、魚国総本社三重支社のタンク回収を除き、産業廃 
   棄物、一般廃棄物ともにペール缶（20 ㍑入り）で行うため、収集運搬過程において、タ 
   ンク等の中での混合は考えられない。また、魚国総本社三重支社のタンク回収について 
   は、その容量（1,000 ㍑）から他所での回収と混載しての運搬は不可能である。 
   ・また、本事業で収集する廃食油は、ＢＤＦ化することを目的としての回収であり、植 
   物性廃食油であることを前提（第 2 章第１節【油種】Ｐ６）としている。本事業におい

ては、再生物（ＢＤＦ）を排出者が利用することとしており、その点からも、大きく組

成の異なる廃油（鉱物油）等が混入することは考えがたく、またもし回収時点で組成の

異なるものが排出されても量的にはペール缶容量（20 ㍑）が最大であり、回収油全体に

支障が及ぶことは考えられない。 
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 第 2節 
  地方税法（軽油引取税） 

   ＢＤＦの公道での使用にともなう、軽油引取税の課税及び同税の納付方法等について、 

  県税務政策室職員に部会への参加を要請し、協議を行った。 

  【税概要】 

   軽油引取税は、道路を使用する車両の燃料である軽油の引き取り（購入）に課される税 

  であり、その税収は県内の道路の建設、補修など道路整備に要する費用に充てられる目的 

  税である。 

  【納税義務者等】 

元売業者・特約業者から現実の納入を伴う軽油の引き取り（購入）を行った者が、元 

売業者・特約業者を通じて県に納める。ただし、この税金は軽油の代金に含まれており、

最終的には軽油の消費者が負担することとなる。 

  （元売業者：軽油の製造業者、輸入業者、販売業者で総務大臣が指定したもの） 

  （特約業者：元売業者と契約して軽油その他の石油製品を販売するもので、県の条例によ 

り指定されたもの） 

  【軽油の製造等について】 
   製造等承認を受ける義務 
    元売業者、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造業者及び自動車の保有者は、 
   ①軽油と軽油以外の炭化水素油を混和するとき 
   ②軽油を製造するとき 
   ③炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき 
   ④燃料炭化水素油（承認を受けて譲渡された③の燃料炭化水素油を除く）を自動車の内 
    燃機関の燃料として消費する場合においては、都道府県知事の承認を受けなければな 

らない。承認を受けずにこれらの行為をすると製造、譲渡又は消費した数量すべてに軽 
油引取税が課せられる。 

   ・混和軽油に対する販売店課税 
    軽油に軽油以外の炭化水素油を混和した燃料を販売、若しくは軽油以外の炭化水素油 
   と軽油以外の炭化水素油を混和して製造した軽油を販売した場合には販売店が軽油引取 
   税の納税義務者となる。 
   ・燃料炭化水素油に対する販売店課税 
    燃料炭化水素油を自動車の内燃機関として販売した場合には販売店が軽油引取税の納 
   税義務者となる。 
   ・炭化水素油に対する保有者課税 
    炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合には、その自動車の所有者 
   が納税義務者となる。 
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【本事業における対応】 
   本事業においては、公用車等への燃料について、ＢＤＦと軽油等の混和は行わずＢＤＦ 
  100％で使用することとしている。ＢＤＦは、軽油引取税にいう炭化水素油ではなく、

100％で使用する限りにおいて軽油引取税は課税されない。 
   しかし、現実的に車両を公道で使用する場合には、出先での不時の燃料不足や、錯誤に 
  よる軽油の給油などが起こり得る。したがって本事業においてＢＤＦを使用するすべての 
  車両に対して、事前に燃料炭化水素油消費承認申請書を県税務政策室に提出し、混和状況 

が発生したときは、同申請と軽油引取税の申告納付を行うこととした。 
   また、ＢＤＦの給油状況については、同室が指定した事項を記載した給油記録簿を記帳 
  することとし、混和状況にいたるＢＤＦ使用状況等を挙証できるように備えた。 
  
（注） 

  販売店または保有者に対する課税は、承認を受けた販売または消費であり、すでに軽油引取税又は揮発油

税が課された燃料炭化水素油が含まれているときは、その数量を控除する。 

燃料炭化水素油とは、炭化水素油（炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、１気圧にお

いて温度 15 度で液状である物を含む。）で軽油又は揮発油以外のものをいい、炭化水素を主としないものも

含まれる。 

 
 
 
 

 
              燃料炭化水素油消費承認申請書 
 
 
 
 
 
 
 



環境連携三重の環事業 
 

 - 24 - 

第 3節 消防法 

   消防法の観点からＢＤＦの貯蔵及び使用について、県防災危機管理局消防・保安室職員

を部会へ招聘し、課題事項について協議するとともに、貯蔵場所となる津市、松阪市の消

防本部と協議を行なった。 

 【種別】 

  ・ＢＤＦは引火性の液体（第 4類）であるが、引火点が 70℃以上 200℃未満であることか 

  ら、第 3石油類に該当する。  

    ＢＤＦ＝第 4類（引火性液体）第 3石油類（非水溶性） 

・廃食油（ＢＤＦ化される前のもの）で引火点 250℃未満のものは第４類動植物油類に該当

する。 

 【指定数量】 

   危険物は指定数量により保管基準等が異なる。また、指定数量は種別により異なる。 

   ＢＤＦ（第 4類第 3石油類）の指定数量は 2,000 ㍑ 

   廃食油（第 4類動植物油類（引火点 250℃未満））の指定数量は 10,000 ㍑ 

   エタノール（第 4類アルコール類）の指定数量は 400 ㍑ 

 【貯蔵等】 

  ・指定数量以上の貯蔵については消防法の対象、指定数量未満の貯蔵については貯蔵所所

在市町村の火災予防条例の対象となる。（市町村により内容が異なる。） 

  ・指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物（ＢＤＦ：400 ㍑以上、2,000 ㍑未満、廃

食油：2,000 ㍑以上、10,000 ㍑未満）については、少量危険物扱いとなる。 

・少量危険物（ＢＤＦ：400 ㍑未満、廃食油 2,000 ㍑未満）の場合は市町村条例に基づく設

備基準が適用される。（次ページ津市火災予防条例等参考） 

 

 

 

 

                 ＢＤＦ給油状況 
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（参考 津市火災予防条例）  

   第 32 条 法第 9条の３の規定に基づき危険物の規制に関する政令（昭和 34 年政令第 306 号）で定める 

     数量（以下「指定数量」という。）未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準に 

     よらなければならない。 

   (1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに火気を使用しないこと。 

   (2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空 

     箱その他の不必要な物件を置かないこと 

   (3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないよ 

     うに必要な措置を講ずること 

   (4) 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、 

     かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること 

   (5) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、 

     衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。 

   (6) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、地震等により、容易に容器が転 

     落し、若しくは転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないよう必要な措置を講ずること。 

  

 【その他】 

鋼板製の簡易な物置(下記写真)での貯蔵は、屋外貯蔵の扱いとなる。 

  ・ドラム缶は１本あたり 200 ㍑の貯蔵能力があることとなり、２本のドラム缶を設置する 

  とドラム缶が満タンでなくとも 400 ㍑の貯蔵となり、ＢＤＦの場合は指定数量の５分の１ 

  以上の貯蔵となる。 

 【本事業における対応】 

  （ＢＤＦ） 

   本事業の実施にあたっては、上記の消防法及び津市、松阪地区広域消防組合の火災予防

条例に従い、ＢＤＦの貯蔵量を指定数量の 5 分の 1 未満（400 ㍑未満）とし、貯蔵用ドラ

ム缶 1本を鋼板製物置内に設置し貯蔵することとした。 

  （廃食油） 

   廃食油の回収等に伴う扱いについては、ＢＤＦと同様に指定数量の 5分の１未満（2,000 

  ㍑）の取扱い量であることから、条例に定める基準により廃食油の貯蔵を行っている。 
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第 4節 道路運送車両法 
ＢＤＦを公道上で車両燃料として使用するにあたり、国土交通省中部運輸局三重運輸支局 

整備課を訪問し、協議をおこなった。 

ＢＤＦを車両等の燃料として使用するにあたり、自動車検査証の備考欄への廃食油併用との

記載を希望する場合には運輸支局で手続きが必要である。 

上記自動車検査証備考欄への記載に係る申請については、関係申請書類及び使用するＢＤＦ

の性状が「揮発油等の品質の確保等に関する法律」（品確法）第 17 条の７、17 条の９による軽

油規格の強制規格（下記）に適合していることが判断できる分析表を添付し、国土交通省中部

運輸局三重運輸支局へ行うこととなる。 
 

  
 
 
 
 
 
 

第 5 節 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法） 

 平成 13 年 5 月に施行された食品リサイクル法においては、平成 18 年度までに食品関連事業

者の再生利用等の実施率を 20％に向上させる目標が定められている。 
 廃食油のＢＤＦ化事業の食品リサイクル法における位置付けについて調査したところ下記の 
とおりであった。 
廃食油の食品リサイクル法上の位置付け 

  食品リサイクル法の対象となる「食品廃棄物」とは、 
  ① 食品が食用に供された後に、または供されずに廃棄されたもの 
  ② 食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供する 
    ことができないもの 
 とされており、廃食油は②に該当する。 

廃食油のＢＤＦ化と食品リサイクル法について 
  中小企業総合事業団（現 独立行政法人中小企業整備機構）が発行している「食品リサイ

クル法への対応～食品リサイクル法対応講習会テキスト～」（平成 14 年度）によれば、廃食

油のＢＤＦ化は油脂又は油脂製品化技術として、石鹸製造技術、飼料用原料化技術とともに、

食品リサイクル法に対応する廃食油の再生利用のひとつの方法として紹介されている。 
 
 
 

 

 

【参考】 
軽油規格（強制規格のみ） 

項    目 基    準 

硫  黄  分 0.005 質量％以下 

セタン指数 ４５以上 

蒸留性状（90％留出温度） ３６０℃以下 
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第４章 分析 
第１節 本事業にかかるＢＤＦの環境負荷削減効果測定について 

  本事業における廃食油（WFO: Wasted Food Oil）のＢＤＦ化による環境負荷低減効果につ

いて評価を三重大学工学部丸山助教授に行っていただいた。なお、比較対象とする軽油につ

いては長期にわたる実稼動プラントデータに基づく試算であるのに対し、ＢＤＦに関しては

期間的（約一年間）、地域的（津市・松阪市・伊勢市等）に限定された実証に基づく試算であ

ること、また下記の環境負荷評価範囲内で行ったことに留意が必要である。 
2005.02.10 

ＢＤＦ（Bio-Diesel Fuel）による環境負荷削減効果 
１．環境負荷評価範囲 

環境負荷を評価する際には、その評価範囲を明確にすることが重要である。ここでは、ＢＤ

Ｆ環境負荷評価範囲を図１のようにおいた。すなわち、 

(a) 廃食油回収段階では、回収に使用される車輌から排出される CO2を対象とした。 

(b) 廃食油再生段階では、再生に必要となる電力、メタノールの投入及び粗製グリセリンの

生産を対象とした。 

(c) ＢＤＦ配送段階では、配送に使用される車輌から排出される CO2を対象とした。 

(d) ＢＤＦ使用段階では、再生されたＢＤＦから回収・配送に使用された量を引き去った残

量が燃料として使用できるものと考え、一般的なディーゼル乗用車に使用した場合に排

出される CO2を対象とした。 

廃食油はもともと植物から製造されており、CO2 循環の観点から見れば、燃料燃焼時の CO2 排

出は無いものと考えることもできる。また、ＢＤＦを軽油の代替燃料として使用すれば、石油

資源枯渇の観点からも環境負荷低減に有効である。更に、廃食油を河川等へ廃棄することによ

る環境負荷を低減させる効果もある。すなわち、ＢＤＦ再燃料化の有効性について、本評価範

囲では廃棄物（廃食油）を資源として再利用するためのエネルギー、投入物および排出物によ

る環境負荷をカウントしているため、厳しい評価基準となっている。なお、ＢＤＦ燃焼による

CO2 以外の排出物による環境負荷については、触媒等による除去（低濃度化）が可能であり，そ

の技術による効果が大きいために評価に加えていない。 

また、ＢＤＦ燃料の有効性を比較検討するため、製品相当量の軽油を自動車燃料として使用

した場合の CO2排出量を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ＢＤＦ評価フロー 

 

廃食油回収（回収車燃料として使用、排出物） 

↓    廃食油再生（所要エネルギー、投入物，生産物） 

ＢＤＦ配送（配送車燃料として使用、排出物） 

↓   

ＢＤＦ使用（車輌燃料として使用、排出物）    ←→  軽油使用車輌と比較検討
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２．諸データ 

対象期間：   2003 年 12 月～2004 年 11 月 （12 ヶ月） 

廃食油回収量： 9,888(L-WFO)、824 (L-WFO/month) 

廃食油処理消費電力量： 0.133 (kWh/L-WFO) 

廃食油回収車輌：  

普通貨物車（排気量：2,140 cc）、平均燃費 15.3 (km/L-BDF)、走行距離 60 (km/month) 

燃料使用量：60/15.3＝3.9 (L-BDF/month) 

２トントラック（排気量：3,569 cc）、平均燃費 7.3 (km/L-BDF)、走行距離 60(km/month) 

燃料使用量：60/7.3＝8.2 (L-BDF/month) 

ＢＤＦ配送車輌：  

２トントラック（排気量：3,569 cc）、平均燃費 7.3 (km/L-BDF)、走行距離 105(km/month) 

燃料使用量：105/7.3 ＝14.4 (L-BDF/month) 

ＢＤＦ－CO2排出量（走行燃費 13.8 (km/L-BDF)普通貨物車）(1)： 195.1×10-3 (kg-CO2/km) 

ＢＤＦ密度(1)：  890 (kg/m3-BDF) 

ＢＤＦ発熱量(1)： 39.9 (MJ/kg-BDF) 

軽油密度(1)：   828 (kg/m3-DF) 

軽油発熱量(1)：  45.0 (MJ/kg-DF) 

メタノールの密度：       785 (kg/m3) 

メタノール生成 CO2排出係数(2)： 1.50(kg-CO2/kg-CH3OH) 

組成グリセリン密度：      1260 (kg/m3) 

グリセリン生成 CO2排出係数(2)： 1.99 (kg-CO2/kg- C3H5(OH)3) 

 

３．廃食油（WFO: Wasted Food Oil）回収段階の環境負荷算出 

廃食油回収のために使用される車輌からの CO2排出量を算出する。 

・使用車輌：普通貨物車からの CO2排出量 

１ヶ月の走行による CO2 排出量は、走行燃費 13.8 (km/L-BDF)時の CO2 排出量が 195.1×

10-3 (kg-CO2/km)であることを考慮し、 

60(km/month)×195.1×10-3 (kg-CO2/km)×(13.8/15.3) = 10.6 (kg-CO2/month) (1) 

となる。 

・使用車輌：２トントラックからの CO2排出量 

普通貨物車の算出と同様に行うと、 

60 (km/month)×195.1×10-3 (kg-CO2/km)×(13.8/7.3) = 22.1 (kg-CO2/month) (2) 

となる。 

・回収時の CO2排出量 

廃油回収時の CO2排出量は、(1)、(2)より 

10.6＋22.1= 32.7 (kg-CO2/month) (3) 

と算出される。 
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４．ＷＦＯ → ＢＤＦ再生段階の環境負荷算出 

廃食油再生のための投入物，排出物による CO2排出量を算出する。 

＜Input＞ 

・ＢＤＦ生産量 

ＷＦＯの 90％がＢＤＦとなる。したがって，１ヶ月あたりの平均ＢＤＦ生産量は、 

824 (L-WFO/month)×0.90 = 742 (L-BDF/month) 

となる。 

・所要電力量 

１ヶ月あたりの消費電力量は，再生時の実測値より 

0.133 (kWh/L-WFO)×824 (L-WFO/month) = 110 (kWh/month) 

となる。 

したがって電力の CO2排出係数を 0.602 (kg-CO2/kWh)とすると、１ヶ月あたりの CO2排出

量は、 

110 (kWh/month)×0.602(kg-CO2/kWh) = 66.2(kg-CO2/month) (4) 

となる。 

・メタノール(CH3OH)投入量 

1 (L-BDF)の再生には 1/0.90 (L-WFO)が必要、また、1 (L-WFO)再生に 0.18 (L-CH3OH)が

必要より、1 (L-BDF)再生に必要なメタノールは、 

(1/0.90) (L-WFO/L-BDF)×0.18 (L-CH3OH/L-WFO) = 0.20 (L-CH3OH/L-BDF) 

となる。メタノール投入による環境負荷は、メタノール生成に伴う CO2 排出係数が 1.50 

(kg-CO2/kg-CH3OH)
(2)であることより、（メタノールの密度ρCH3OH = 785 (kg/m

3)） 

1.50(kg-CO2/kg-CH3OH) = 1.50×0.785 = 1.18 (kg-CO2/L-CH3OH) 

となる．したがって、ＢＤＦ 1 (L)あたりの CO2排出量は、 

0.20 (L-CH3OH/L-BDF)×1.18 (kg-CO2/L-CH3OH)= 0.236(kg-CO2/L-BDF) 

となり、１ヶ月当たりの CO2排出量は、 

0.236(kg-CO2/L-BDF)×742 (L-BDF/month) = 175 (kg-CO2/month) (5) 

となる。 

＜output＞ 

・粗製グリセリン 

ＷＦＯの 90％がＢＤＦとなることより，ＢＤＦ 1 (L)あたり 

0.200(kg-C3H5(OH)3/L-WFO)×(1/0.90)(L-WFO/L-BDF) = 0.222 (kg-C3H5(OH)3/L-BDF) 

の組成グリセリンを生成する。（グリセリンの密度ρC3H5(OH)3 = 1260 (kg/m
3)）現在、粗製グ

リセリンを燃焼させているが、これを製品として扱い一般的な手法でこれの製造する時に

排出される CO2 が削減されると考えると、（グリセリン生成に伴う CO2 排出係数 = 1.99 

(kg-CO2/kg- C3H5(OH)3)） 

0.222(kg-C3H5(OH)3/L-BDF)×1.99(kg-CO2/kg-C3H5(OH)3) = 0.442 (kg-CO2/L-BDF) 

の環境負荷低減効果があるとみなすことができる。 

したがって、１ヶ月当たりでは、 
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0.442 (kg-CO2/L-BDF)×742 (L-BDF/month) = 328 (kg-CO2/month) (6) 

の CO2排出量削減効果がある。 

 

・再生時の CO2排出量 

廃食油再生段階の CO2排出量は、(4)-(6)より 

66.2＋175－328 = －262 (kg-CO2/month) (7) 

と算出される。 

 

５．ＢＤＦ配送段階の環境負荷算出 

ＢＤＦ配送段階についても廃食油回収段階と同様に考え、走行距離のみが異なる。 

 

・使用車輌：２トントラック 

105 (km/month)×195.1×10-3 (kg-CO2/km)×(13.8/7.3) = 38.7 (kg-CO2/month) (8) 

と算出される。 

 

６．ＢＤＦ使用段階の環境負荷算出 

生成したＢＤＦに関して、ＷＦＯ回収ならびにＢＤＦ配送に使用した残量を自動車等の車

輌燃料として使用できるものと考え、その際に排出する CO2を算出する。 

 

・回収・配送段階の消費ＢＤＦ： 

回収時消費：3.9＋8.2 ＝12.1 (L-BDF/month) 

配送時消費： 14.4 (L-BDF/month) 

      計 26.5 (L-BDF/month) 

 → 残量： 742－26.5 = 715 (L-BDF/month) (9) 

・残量ＢＤＦの使用 

残量 715 (L-BDF/month)が、走行燃費 13.8 (km/L-BDF)の普通貨物車の燃料として燃焼し

たとすると、 

13.8 (km/L-BDF)×195.1×10-3 (kg-CO2/km) = 2.7 (kg-CO2/L-BDF) 

より、CO2排出量は 

715 (L-BDF/month)×2.7 (kg-CO2/L-BDF) = 1.93×103 (kg-CO2/month) (10) 

を得る。 

１ヶ月当たりの総 CO2排出量は、(3)、(7)、(8)、(10)より 

回収段階：    32.7 

再生段階： －262 

配送段階：    38.7 

使用段階： 1.93×103  

計   1.73×103  (kg-CO2/month) (11) 

と算出される。 
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７．軽油使用による環境負荷算出 

比較のため、正味生成されるＢＤＦ（715 (L-BDF/month)）の代わりに、走行燃費 13.8 

(km/L-BDF)の普通貨物車の燃料として軽油を使用した場合の環境負荷を算出する。 

 

・発熱量による換算 

ＢＤＦと軽油では発熱量が異なるため、未換算では軽油が不利となる。実際にもＢＤＦの

方が若干燃費が劣る。このために発熱量を用いて換算する。（密度：ρBDF = 890 (kg/m
3)、 

ρDF = 828 (kg/m
3)） 

ＢＤＦの発熱量：  39.9 (MJ/kg-BDF) = 35.5 (MJ/L-BDF) 

軽油の発熱量：   45.0 (MJ/kg-DF)  = 37.3 (MJ/L-DF) 

より、715(L-BDF/month)は、715×(35.5/37.3) = 681 (L-DF/month)に相当する。 

・軽油の CO2排出量 

平均走行燃費 13.8 (km/L-BDF)に類似の車輌として、平均速度 40 (km/h)のディーゼル乗用

車の走行燃費を 13.3 (km/L-DF)と仮定し、その時の CO2 排出係数を 214.7 (g-CO2/km)とすれ

ば(3)、 

13.3(km/L-DF)×0.2147 (kg-CO2/km) = 2.86 (kg-CO2/L-DF) 

と近似できる。これより， 

681 (L-DF/month)×2.86 (kg-CO2/L-DF) = 1.95×103 (kg-CO2/month) (12) 

と算出される。 

 

８．まとめ 

(11)、(12)より 1.95×103－1.73×103 = 0.22×103 (kg-CO2/month)（約－11％）の削減効

果が期待できる。しかしながら、とくに軽油使用の車輌の走行燃費は荷重に依存するため、

より詳細な比較のためには、同車輌に軽油を使用したときの諸データを要する。 

１の評価範囲でも記したが、本評価は廃食油の再生利用に関して厳しい評価基準となって

いる。しかしながら、約 11％の CO2排出量削減効果があることには大きな意義がある。 

 

参考資料 

(1) 実測値． 

(2) http://www.nims.go.jp/ecomaterial/ 

(3) 大城温，松下雅行，並河良治，大西博文，自動車走行時の燃料消費率と二酸化炭素排出

係数, 土木技術資料，Vol.43，No.11，pp.50-55，2001． 
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第２節 ＢＤＦの性状分析について 

  本実証事業に使用しているＢＤＦの性状分析を豊田通商株式会社の協力を得て行った。 
  分析にあたっては、「平成 10 年度 廃食油高度利用検討推進事業 研究成果報告書/財団 
 法人政策科学研究所」等先進事例を参考に下記の試験項目で分析を行った。 
  なお、ＢＤＦについては、原料となる廃食油の質によりその性状が大きく変わるため、コ

マツ三重が平成 17 年 2 月に行った分析結果についても後述する。 
（１）油脂性状分析/試験項目 
「平成10年度 廃食用油高度利用検討推進事業 研究成果報告書/財団法人政策科学研究所」等

先進例を参考に油脂性状調査の試験項目を決定した。（表1） 

表1 油脂の試験項目 

分析項目 定義 試験方法 

脂肪酸組成  ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 

酸 価 油脂1gに含まれている遊離脂肪酸を中和するのに要

する水酸化カリウムのmg数 

基準油脂分析試験法 

ヨウ素価 油脂にハロゲンを作用させ、吸収されるハロゲンの

量をヨウ素に換算し、油脂100ｇに対するｇ数で表

したもの 

WIJS法 

けん化価 油脂1gを完全にけん化するのに要する水酸化カリウ

ムのmg数 

基準油脂分析試験法 

水 分 油脂中の水分含有量の百分率。 過熱乾燥法 

夾雑物 油脂を石油エーテルに溶解した場合の不溶解残分の

百分率 

基準油脂分析試験法 

曇り点 油脂を冷却した時に油脂が曇り始める温度 基準油脂分析試験法 

注1. 基準油脂分析試験法(日本油化学会編)によった。 

注2. 脂肪酸は、炭素数:二重結合で示している。例えば18:3は、炭素数が18で二重結合(不飽和

結合)数が3の脂肪酸(リノレン酸)であることを示している。(n-3)は、多価不飽和脂肪酸の

うち、最初に存在する二重結合がn-2の炭素とn-3の炭素の間に存在するn-3系であること、

(n-6)は、最初に存在する二重結合がn-5の炭素とn-6の炭素の間に存在するn-6系であるこ

とを示している。脂肪酸の種類については表2に示す。 

表2 代表的な脂肪酸の種類 

脂肪酸の種類 炭素数: 

二重結合数 

脂肪酸の種類 炭素数: 

重結合数 

カプロン酸 6:0 モロクチン酸 18:4 

カプリル酸 8:0 アラキジン酸 20:0 

カプリン酸 10:0 エイコセン酸 20:1 

ラウリン酸 12:0 アラキドン酸 20:4 

ミリスチン酸 14:0 エイコサペンタエン酸 20:5 

パルミチン酸 16:0 ベヘニン酸 22:0 

パルミトレイン酸 16:1 エルカ酸 22:1 

ステアリン酸 18:0 ドコサペンタエン酸 22:5 

オレイン酸 18:1 ドコサヘキサエン酸 22:6 

リノール酸 18:2 リグノセリン酸 24:0 

リノレン酸 18:3 セラコレン酸 24:1 
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（２）油脂性状分析/調査結果 

表3 廃食油（三重県）実測値／バージン油脂との比較 

分析試験項目 廃食油（三重県） 菜種油 大豆油 パーム油 

脂肪酸組成 

 12:0 

 14:0 

 16:0 

 16:1 

 18:0 

 18:1 

 18:2 

 18:3(n-3) 

 20:0 

 20:1 

 22:0 

 24:0 

 24:1 

 未同定 

 

 

0.1％ 

9.9％ 

0.3％ 

3.3％ 

39.2％ 

38.9％ 

5.7％ 

0.4％ 

0.6％ 

0.3％ 

0.2％ 

 

1.1％ 

 

 

 

4.3％ 

0.2％ 

1.9％ 

61.5％ 

20.6％ 

8.3％ 

0.5％ 

1.1％ 

0.2％ 

0.1％ 

0.2％ 

1.1％ 

 

 

 

10.7％ 

 

3.2％ 

25.0％ 

53.3％ 

5.4％ 

0.4％ 

0.2％ 

0.4％ 

0.2％ 

 

1.2％ 

 

0.4％ 

1.0％ 

39.5％ 

0.2％ 

4.1％ 

43.2％ 

10.6％ 

0.2％ 

0.4％ 

0.2％ 

 

 

 

0.2％ 

酸 価 1.77 0.06 0.05 0.06 

ヨウ素価 120 110 132 57.1 

けん化価 193 187 191 196 

水 分 0.18％以下 0.01％以下 0.01％以下 0.01％以下 

夾雑物 0.01％以下 0.01％以下 0.01％以下 0.01％以下 

曇り点 -7.5℃以下 -10℃以下 -8.7℃ ﾃﾞｰﾀなし 

 

（３）脂肪酸メチルエステル性状調査 

 

上記の油脂性状分析に用いた油脂４種について、アルカリ触媒法を用いて脂肪酸メチルエス

テル化を行った場合に、得られるそれぞれの脂肪酸メチルエステルの性状が一般にどういうも

のなのか調査した。調査項目は「平成10年度 廃食用油高度利用検討推進事業 研究成果報告書

/財団法人政策科学研究所」等先進例を参考にした（表4）。 

 

表4 脂肪酸メチルエステルの試験項目 

分析項目 試験方法 

酸 価 基準油脂分析試験法 

メタノール含有量 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 

ヨウ素価 基準油脂分析試験法 

メチルエステル化率 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 

モノグリセリド 

ジグリセリド 

トリグリセリド 

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 

全グリセリン量 基準油脂分析試験法 

リン含有量 基準油脂分析試験法 

セッケン含有量 基準油脂分析試験法 
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（４）脂肪酸メチルエステル性状確認/調査結果 

表5 廃食用油メチルエステル（三重県）実測値／バージン油脂との比較 

分析試験項目 廃食用油 

メチルエステル

菜種油脂肪酸 

メチルエステル 

大豆油脂肪酸 

メチルエステル 

パーム油脂肪酸

メチルエステル

酸 価 0.54 0.30 mg-KOH/g 0.30 mg-KOH/g 0.20 mg-KOH/g

メタノール含有量 12ppm 0.02 ％ 0.02 ％ 0.02 ％ 

ヨウ素価 116 ＜103 ＜132 ＜45 

メチルエステル化率 86.2％ 99.5％ 99.5％ 99.5％ 

モノグリセリン 0.52％ 0.5％ 0.3％ 0.2％ 

ジグリセリン 1.0％ ＜0.1％ ＜0.1％ ＜0.1％ 

トリグリセリン 4.8％ ＜0.05％ ＜0.05％ ＜0.1％ 

遊離グリセリン 検出せず 

（0.1%検出限界）

＜0.01％ ＜0.01％ ＜0.02％ 

全グリセリン量 0.7％ 0.12％ 0.12％ 0.16％ 

リン含有量 未測定 ＜5 mg/kg ＜3 mg/kg ＜8 mg/kg 

セッケン含有量 343mg/kg ＜5 mg/kg ＜5 mg/kg ＜5 mg/kg 

 

表6 廃食用油メチルエステル実測値（三重県）／ドイツ規格、ＥＵ規格、京都暫定規格案との

比較 

分析試験項目 廃食用油 

メチルエステル 

実測値 

DIN51606 EN14214 京都 

暫定規格案 

酸 価 0.54 mg-KOH/g ＜0.5 mg-KOH/g ＜0.5 mg-KOH/g ＜0.5 mg-KOH/g 

メタノール含有量 0.0012％ ＜0.3％ ＜0.2％ ＜0.2 ％ 

ヨウ素価 116 

gr iodine/100gr 

＜115 

gr iodine/100gr

＜120 

gr iodine/100gr 

＜120 

gr iodine/100gr

メチルエステル化率 86.2％ ＞96.5％ ＞96.5％ ＞98％ 

モノグリセリン 0.52％ ＜0.8％ ＜0.8％ 0.8％ 

ジグリセリン 1.0％ ＜0.4％ ＜0.2％ ＜0.2％ 

トリグリセリン 4.8％ ＜0.4％ ＜0.2％ ＜0.2％ 

遊離グリセリン 検出せず 

（0.1%検出限界） 

＜0.02％ ＜0.02％ ＜0.02％ 

全グリセリン量 0.7％ ＜0.25％ ＜0.25％ ＜0.25％ 

リン含有量 未測定 ＜10 mg/kg  ＜10 mg/kg ＜8 mg/kg 

セッケン含有量 343mg/kg ＜5 mg/kg ＜5 mg/kg ＜5 mg/kg 

 

以上 
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（参考） 

 コマツ三重 ＢＤＦの純度分析について 

 

１．分析者  

株式会社ダイヤ分析センター四日市分析事業所 

 

２．目的 

      簡易分析で純度が高い結果が得られた試料について、正規の規格試験に従って純

度を確認する。 

 

３．試料 

  モデルＢＤＦ 

① 廃サラダ油Ａ由来 

（なたね油、大豆油を主体とした事業所（居酒屋）からの排出油） 

② 廃サラダ油Ｄ（濾過）由来 

（大豆油を主体とした事業所（社員食堂）からの排出油を濾過した油） 

 

４．評価項目および結果 

分析結果 

 

 

項  目 

廃サラダ油Ａ 廃サラダ油Ｄ 

 

備考：分析法 

モノグリセリド ０．２０％ ０．４４％ ＡＳＴＭ Ｄ6584 

ジグリセリド ０．２２％ ０．３５％ ＡＳＴＭ Ｄ6584 

トリグリセリド ０．１２％ ０．１８％ ＡＳＴＭ Ｄ6584 

遊離グリセリン ０．００５％ ０．００１％ ＡＳＴＭ Ｄ6584 

全グリセリン ０．０９％ ０．１８％ ＡＳＴＭ Ｄ6584 

Ｎａ＋Ｋ ５ｐｐｍ以下 ５ｐｐｍ以下 ＪＩＳ  Ｋ2262 
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第５章 おわりに ～廃食油リサイクルのこれから～ 

第１節 実証事業成果について 

   第２章（Ｐ４）であげた本実証事業に対する目的に対して、一年間余の実証事業を通じ

て得られた成果を目的別に述べる。 

（１） 一般廃棄物、産業廃棄物の同一ルートでの回収、再生によるモデル構築の可能に 

ついて 

同一性状の廃食油が一定量、一定時期に一定の場所から排出される事業系の廃食 

油（産業廃棄物）は回収効率が高く比較的容易に回収ルートを構築することができ

る。比較して家庭系の廃食油は、一般に排出量が少なく、単独では営業ベースの回

収ルートは構築しにくい。本事業において、家庭からの廃食油を事業系廃食油の回

収ルートと同日同ルートで回収することにより、回収コストをほとんど増やすこと

なく、回収が可能となった。また、事業が継続されるにしたがい、周知が進み家庭

からの回収量を一定レベルで維持できるようになった。本事業では現在のところＢ

ＤＦの利用を市民が享受できる部分（パッカー車での利用等）が未構築であるが、

ＢＤＦの市民への還元利用が可能となれば、より回収量の増加が見込めるものと思

われる。また同時に参画している事業者の企業イメージの向上等を勘案すれば、十

分に事業構築が可能であると考えられる。 

また、回収、配送等を効率的に行うには各主体におけるＢＤＦの貯蔵可能量を 

増やせば、配送頻度が減り効率的であるが、消防法の基準に適合するよう本実証事

業においては小規模（４００㍑未満）の貯蔵量とした。本格的に事業を展開する場

合には消防法の基準に合致した大規模貯蔵施設を作れば回収、配送の頻度を減らし

た、より効率的な事業展開も可能である。 

 

（２） 家庭からの廃食油の回収にかかる問題について 

本事業においては、家庭からの廃食油回収場所として、地元支所及びスーパーマ 

ーケット店内（サービスカウンター）と限定し、また回収日も月１回と限定した。 

    当初事業実施についての検討段階においては、回収箇所の複数設置、回収日の複

数日設定も検討されたが、廃食油の特性（周囲を汚損しやすいこと、可燃物である

こと）等から人的な配置が可能な上記の条件での回収となった。 

    事業開始後の状況からみると、上記の条件の下でも回収日以外の夜間（無人時） 

における無断排出、容器の放置などがあり、住民意識の啓発とともに、人的な管理 

が必要であると思われる。 

    また、家庭からは常時一定量の排出はあるものの核家族化や、外食、持ち帰り食 

材等の普及にともない家庭からの廃食油の排出量は、今後減少傾向に向かう傾向が 

感じられる。 
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（３） ＢＤＦの利用にかかる問題について 

・本事業においては、３つの事業主体により２メーカー３台の車両でＢＤＦを使

用した。事業開始後の 3 台の累積走行距離は約４万キロに達している。ＢＤＦの

利用に伴う実感できる車両の不調についてはほとんどないものの、燃料フィルタ

ーの詰まりによる走行不調が延べ４回発生している。軽油使用の場合は数万キロ

の走行では燃料フィルターの交換は必要ないのが通常であり、その意味では異常

な事態である。 

 燃料フィルターは自動車用部品としては比較的安価な消耗品（2,000 円～5,000

円程度）であり、交換等についても比較的容易にでき、交換時期を早めに行えば

事前に予防することはできるが、ＢＤＦ製造過程でのＢＤＦの品質管理等も重要

である。 

また、今後ＢＤＦの使用が長期間にわたった場合、噴射ポンプ等への不純物の

堆積等が発生する可能性があり、定期的な点検等が必要である。 

・当初懸念された厳冬期のＢＤＦの固化にともなう始動不良等は、車両使用地が 

比較的温暖（最低－４℃程度）であるためか発生していない。ただし、寒冷地で

の使用については、十分な注意が必要である。 

・現行のＢＤＦの位置づけでは、ＢＤＦ利用により生じた不具合に自動車メーカ

ーの保障は適用されない。今後、経済産業省等によるＢＤＦの規格化等により自

動車燃料等としてのＢＤＦの位置づけが明確になるまでは、明らかにＢＤＦが原

因で自動車等に不具合が生じた場合の責任の所在や費用負担について明確にして

おく必要がある。 

・公道での車両への利用については、現在経済産業省等でＢＤＦの規格化が検討 

協議されており、曖昧であったＢＤＦの法的な位置づけが待たれるところである。 

 

        

 燃料フィルタ交換             燃料フィルタ交換 
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第２節 今後の廃食油リサイクルについて 

   廃棄物の排出抑制の観点から廃食油の循環的利用は有効である。また、第４章の三重大

学丸山助教授の分析に見るように地球温暖化ガスの発生抑制においても、ＢＤＦの利用は

効果的であると考えられる。廃食油の循環的な利用については、石鹸化や飼料化など様々

な利用方法があるが、ＢＤＦ化の利点は、廃棄物の循環的利用の便益性を排出者が比較的

身近に体感できることにある。すなわち排出者自らが社用車、パッカー車等の燃料として

身近に利用することが可能である。 

また、廃食油を多量に排出する事業者は、食品リサイクル法の対象事業者であり、食品

リサイクル法の目標をクリアするためのひとつの有効な方法としてＢＤＦ化を捉えること

ができることなどから、全国で多くの主体により、廃食油のＢＤＦ化が進められている。 

   それらの社会的要求を受けて、現在、前述の規格化を含めたＢＤＦの法的位置づけや、

ＢＤＦの利用にかかる技術的指針づくりが国の各省庁で進められており、現在（平成 17 年

～18 年）は、ともすればこれまで曖昧な位置づけで行われてきたＢＤＦの利用が、次のス

テージに進む大きな変換点、過渡期に位置していると言うことができる。 

   地方自治体においても、ＢＤＦ利用を進める自治体による協議会「バイオディーゼル利

活用自治体フォーラム」が設立され、ＢＤＦ利用を自らの問題として協議検討する枠組み

づくりが行われており、ここ数年のうちに、廃食油のＢＤＦ利用についての大きな方向性

が決定されてくるものと思われる。 

 

今後の三重県内における廃食油のＢＤＦ利用に対し、本事業で得られた実証成果が、一

助となれば幸いである。 

   最後に、本事業の実施について、十数回に及ぶ部会への参画をはじめ実証に取り組んで

いただいた藤水地区環境を考える会、藤水地区連合自治会、株式会社魚国総本社三重支社、

マックスバリュ中部株式会社、コマツ三重株式会社、津市役所、同藤水支所の各位に心よ

り感謝いたします。 

 
 

 

 
                廃食油部会 
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